
平成２５年度１２月

（第８号）

国 民 健 康 保 険 特別会計 （第２号）

後 期 高 齢 者 医 療 特別会計 （第２号）

介 護 保 険 特別会計 （第２号）

下 水 道 事 業 特別会計 （第３号）

農 業 集 落 排 水 事 業 特別会計 （第３号）

温 泉 事 業 特別会計 （第２号）

那須塩原市補正予算書

一 般 会 計

〔付 予算に関する説明書〕



（第８号） ……………… 1

　第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正 ……………… 2

　第２表　継 続 費 ……………… 5

　第３表　債 務 負 担 行 為 補 正 ……………… 5

　第４表　地 方 債 補 正 ……………… 6

（第２号） ……………… 28

（第２号） ……………… 39

（第２号） ……………… 49

（第３号） ……………… 59

（第３号） ……………… 71

（第２号） ……………… 81温 泉 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

一 般 会 計 補 正 予 算

目　　　　次

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算

後期高齢者医療特別会計補正予算

下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

農業集落排水事業特別会計補正予算



一　　　般　　　会　　　計



.



議案第７９号  

 

  平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号）  

 

 平成２５年度那須塩原市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，５９３，３２６千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３，３１１，６４５千円とす

る。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（継続費）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による

継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表  継続費」による。  

（債務負担行為の補正）  

第３条  債務負担行為の追加は、｢第３表  債務負担行為補正｣による。  

 （地方債の補正）  

第４条  地方債の追加及び変更は、「第４表  地方債補正」による。  

 

 

 

  平成２５年１１月２９日  提出  

 

那須塩原市長  阿  久  津   憲  二    
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(単位　千円)

款 項 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

補正前の額 補 正 額

歳　入( )

国 庫 支 出 金  14 13,867,02912,451,708 1,415,321.

国 庫 負 担 金  1 4,598,8463,731,275 867,571.

国 庫 補 助 金  2 8,989,2818,441,531 547,750.

県 支 出 金  15 3,000,0892,910,318 89,771.

県 負 担 金  1 1,219,5601,176,035 43,525.

県 補 助 金  2 1,477,5191,431,273 46,246.

財 産 収 入  16 129,361128,421 940.

財 産 売 払 収 入  2 54,46153,521 940.

諸 収 入  20 2,253,6702,253,176 494.

雑 入  4 799,752799,258 494.

市 債  21 5,301,4003,214,600 2,086,800.

市 債  1 5,301,4003,214,600 2,086,800.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 53,311,64549,718,319 3,593,326
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(単位　千円)

款 項 計補正前の額 補 正 額

歳　出( )

議 会 費  1 304,294305,569 △1,275.

議 会 費  1 304,294305,569 △1,275.

総 務 費  2 4,656,9844,085,308 571,676.

総 務 管 理 費  1 3,590,8963,003,461 587,435.

徴 税 費  2 722,638737,988 △15,350.

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費  3 190,349188,528 1,821.

統 計 調 査 費  5 21,96424,194 △2,230.

民 生 費  3 12,742,16912,378,354 363,815.

社 会 福 祉 費  1 5,332,7435,147,868 184,875.

児 童 福 祉 費  2 5,462,7995,416,326 46,473.

生 活 保 護 費  3 1,943,1621,810,695 132,467.

衛 生 費  4 11,466,93311,456,503 10,430.

保 健 衛 生 費  1 10,055,11510,037,931 17,184.

清 掃 費  2 1,355,5721,362,326 △6,754.

労 働 費  5 268,688268,051 637.

労 働 諸 費  1 268,688268,051 637.

農 林 水 産 業 費  6 1,157,9131,167,421 △9,508.

農 業 費  1 1,097,1381,106,646 △9,508.

商 工 費  7 2,081,5122,086,775 △5,263.

商 工 費  1 1,667,0221,669,376 △2,354.

観 光 費  2 414,490417,399 △2,909.

土 木 費  8 4,598,6024,635,495 △36,893.

土 木 管 理 費  1 481,873513,896 △32,023.

道 路 橋 り ょ う 費  2 1,957,3251,948,974 8,351.

河 川 費  3 65,76565,660 105.

都 市 計 画 費  4 1,956,0661,969,231 △13,165.

－3－



(単位　千円)

款 項 計補正前の額 補 正 額

歳  出( )

住 宅 費  5 137,573137,734 △161.

消 防 費  9 2,154,3852,154,203 182.

消 防 費  1 2,154,3852,154,203 182.

教 育 費  10 8,119,9455,267,938 2,852,007.

教 育 総 務 費  1 1,473,0971,444,797 28,300.

小 学 校 費  2 2,508,084817,400 1,690,684.

中 学 校 費  3 1,865,756729,450 1,136,306.

幼 稚 園 費  4 260,845254,803 6,042.

社 会 教 育 費  5 1,239,8721,248,287 △8,415.

保 健 体 育 費  6 772,291773,201 △910.

災 害 復 旧 費  11 27,17717,177 10,000.

農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費  1 12,7012,701 10,000.

予 備 費  14 328,482490,964 △162,482.

予 備 費  1 328,482490,964 △162,482.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 53,311,64549,718,319 3,593,326
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第２表　　継　続　費
　　（単位　千円）

第３表　　債務負担行為補正

　追　加 　　（単位　千円）

 ② 児　童
　　福祉費

永田保育園整備
事業

26,536

 平成２５年度那須野が原博物館企画展
 関連業務委託

自　平成２５年度
至　平成２６年度

722

平成26年度 260,000

平成27年度 30,500

 平成２５年度永田保育園仮設園舎
 リース料

自　平成２５年度
至　平成２６年度

 3 民生費

款 項 事　業　名 総 額

290,500

平成25年度 0

年 度 年　割　額

元気アップデイサービスセンターしお
ばら管理運営業務委託

自　平成２５年度
至　平成２８年度

3,365

【指定管理者制度に伴う施設管理】

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額
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第４表　　地方債補正

　追　加 　　（単位　千円）

　変　更

起　　債　　の　　目　　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることがで
きる。

全国防災事業債 763,300

緊急防災・減災事業債 162,600

証書借入

又は

証券発行

年5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

償還の方法

消防債 54,900

起　　債　　の　　目　　的
補　　正　　前

限　度　額 起債の方法 利　　率

合併特例債 2,159,700

証書借入

又は

証券発行

年5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることがで
きる。
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　　（単位　千円）

限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

47,700

補　　正　　後

補正前に同じ

3,327,800

補正前に同じ
補正前
に同じ
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１　特　別　職

２　一　般　職

（１）総　　括

報　　酬

注　（　）内は再任用短時間勤務職員数

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

寒冷地
手　当

その他
の手当

補
正
後

計

その他の
特 別 職

議 員

備　考共済費

0 36

22,798

153,556

447,949

624,303

4,081 26,879

69,673

通勤手当

区　　分

長 等 36

区　　分
職員数
（人）

補
正
前

比
較

計

その他の
特 別 職

0

0議 員

0

計

その他の
特 別 職

長 等

議 員

長 等 2

0

0 △ 339 0

3,910 561,339

計

給　　　　　与　　　　　費

給　　料
合　　計

期末手当 地域手当

2

30 113,390 40,166 223,229

職員数
（人） 報　　酬

15,426 7,336

447,949

3,910 561,339 15,426 47,502 0

3,670 26,807 通勤手当

3,878 447,949

7,33615,765 36

73,754 698,057

△ 3390

30 113,390 40,166

23,137

69,673 223,229153,556

3,878 447,949 447,949 447,949

15,765 47,502

72

0 00 0 0 0 0 00

73,343 697,985

411

0 0 36 624,642

0 0

0 △ 339

0 0 000 0 0

0 0 0

00

2,729,795

△ 339 0

給　　　　与　　　　費

計職員手当給　　料
共済費

4,973,791

411

比　較 0

職 員 手 当
の 内 訳

補　正　前

補　正　後

(5)
713

(5)
713

比　較

補　正　前

補　正　後

区　　分

比　較

△ 13,827

352,342

338,515

勤勉手当

△ 7,471

644,514

637,043

期末手当

合　　計

△ 54,614

879,798

825,184

△ 99,059

宿日直
手　当

時間外
手　当

備　　　考

区　　分 管理職手当

4,148,607

4,247,6661,517,871

1,579,223

寒冷地手当 住居手当

61,352△ 160,411

扶養手当

△ 153,673

5,127,464

2,569,384

15,991

70,914

86,905

△ 928

75,408

74,480 2,541

73,388

287,673

361,061

2,541

管理職員特
別勤務手当

特殊勤務
手　　当

1,204

△ 5,794

37,050

42

1,162

31,256

869

3,052

3,921

補　正　前

補　正　後

（単位　千円）

（単位　千円）

△ 918

（単位　千円）

42,297

通勤手当

43,215

72
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

行政職 3級以下　 ▲4.77％
4～6級 ▲7.77％
7級以上 ▲9.77％

技能労務職 3級以下　 ▲2％
4級以上 ▲3.5％

平成25年7月1日から平成26年3月
31日までの措置

その他の増減分 61,352

扶養手当の特例措置
特例期間（平成25年7月1日から平
成26年3月31日まで）において、
満22歳以下の扶養親族1人につき
5,000円を加算

給料の減額率

給与改定に伴う増
減分

0

増減事由別内訳 説　　　　明区　分

給　料

職　員
手　当

増減額

△ 160,411

期末手当

61,352

昇給に伴う増加分

特殊勤務手当

制度改正に伴う増
減分

その他の増減分

時間外手当
通勤手当

扶養手当

△ 160,411

寒冷地手当
住居手当

管理職手当

給与減額支給措置等に伴う給料の減額

△ 918

△ 13,827
△ 7,471

勤勉手当

73,388

869
△ 5,794

42

△ 928

△ 160,411

15,991

備　　　　考

（単位　千円）
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